
 振替輸送とは、 お客さまが不通区間に有効な乗車券をあらかじめ
 お持ちの場合で、列車の運転に支障があった際、当社が京都バスに
 依頼して、 お客さまの所持する乗車券の区間内を他の経路により
 ご利用いただくものです。

 【振替輸送のご利用方法】

　例　お客さまが当社線の①駅からご乗車の後、②駅～③駅間で支障が発生した場合。

振替輸送の対象となる乗車券をお持ちでないお客さまは振替輸送をご利用いただけません。

※運行不能時、ただちに実施するものではありません。
　 支障の程度や状況等により振替輸送の実施の有無や範囲は変わりますので、その都度ご案内します。
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パターン⑥

 花背線　　 32系統（出町柳駅前～鞍馬）

 静市線　　 34・35系統（出町柳駅前間～市原駅前）

 鞍馬国際線 52系統（国際会館駅前～鞍馬）

 産大国際線 40・50系統（国際会館駅前～市原駅前）

 岩倉線　　 21・23・41・43系統（出町柳駅前～岩倉駅前）

 岩倉新線　 24・26系統（国際会館駅前～岩倉駅前）

 幡枝線　　 45・46系統（国際会館駅前～岩倉駅前）

16・17系統（出町柳駅前～八瀬駅前）

18系統（修学院道～八瀬駅前）

 小出石線　 19系統（国際会館駅前～八瀬駅前）

 大原線　　
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